
 

 

摂津水都信用金庫の環境への取組みについて 

 

摂津水都信用金庫では、全店を挙げて地球温暖化防止に取組んでいます。 
 

【チャレンジ２５キャンペーンへの参加】  

環境省が実施している地球温暖化防止対策推進の国民運動「チャレンジ２５

キャンペーン」に参加しております。温室効果ガス削減の「チャレンジャー」

として、クールビズ・ウォームビズなど私たちに出来ることから取り組んでい

ます。 
 

【緑のカーテン】  

平成２１年よりゴーヤのつるで作る『緑のカーテン』を実施しており、順次

実施店舗を増やしております。平成 21 年よりいち早く取り組みを始めた大池

支店では、職員はもとよりお客さまも毎年出来ばえを楽しみにしていらっしゃ

います。陽が射しこむと緑が美しく光って店内も明るくなり、来店されたお客

さまからも好評です。 
 

【新型リフォームローン「eco快適プラン」】  

平成２２年２月より環境を配慮したリフォームローン「eco 快適プラン」を

取扱いしております。こちらは増改築費用の５０％以上が、太陽光熱発電設備

設置工事、オール電化リフォーム工事、ガス発電、省エネルギー住宅工事の場

合に通常のリフォームローンよりも金利優遇・長期間返済が可能の、環境を考

えるお客さまを応援する商品です。 
 

【営業用バイクの自転車への切替え】  

相談係の営業用バイクの自転車への切替えを進めております。 
 

【電気自動車の導入】  

平成 23年２月より電気自動車「リ

ーフ」を導入いたしました。充電設備

は本店の駐車場に設置しております。

今後利用時の課題を検討し、追加導入

を考えてゆきます。 

 

 

 

【エコアクション２１の取得】  

「エコアクション２１」は、事業者の環境への取組みを推進し、持続可能な

経済社会の実現に貢献することを目的として、環境省の策定したガイドライン



 

に基づく認証・登録制度です。 

平成２４年２月に当金庫の本部・本店営業部および子会社２社でエコアクシ

ョン２１の認証を取得しました。今後、対象事業所の範囲を全営業店に拡大さ

せてまいります。 
 

【エコアクション２１の取得支援】  

当金庫が取得した「エコアクション 21」を当金庫取引先が認証取得する場合、

取得に向けたお手伝いをさせていただいております。 

具体的には、エコアクション 21 地域事務局大阪と友好会社㈱大阪彩都総合

研究所と連携して取得セミナーを開催し、認証取得に必要な活動や書類作成等

を個別にアドバイスしております。 
 

【節電への取組み】  

全店でクールビズ・ウォームビズに取組み、電気使用量を抑制しております。 

また、平成 23年 9 月より本部および一部の店舗で、電気使用量を管理するデ

マンド監視装置※を設置し、さらなる節電に対する意識向上を図っています。 
 

※デマンド監視装置とは：使用電力量が時限（30 分）内に設定した目標電力

（＜契約電力）及び最大電力（＝契約電力）を上回ると想定される場合に警報

が鳴るものです 

 


